
別紙

海老名市

取扱内容

国の取扱いに準じる

国の取扱いに準じる

原則、国の取扱いに準じる。ただし、市

町村が必要と認めた場合には電話等によ

る支援も可とする。（メール等の書面に

よる支援は不可）

原則、国の取扱いに準じる。また、市町村が必

要と認めた場合には電話等による支援も可とす

る。（メール等の書面による支援は不可）

国の取扱いに準じる

国の取扱いに準じる

国の取扱いに準じる。

国の取扱いに準じる



国の取扱いに準じる

臨時的な取扱いを認める。

国の取扱いに準じる

国の取扱いに準じる

国の取扱いに準じる

国の取扱いに準じる

国の取扱いに準じる

国の取扱いに準じる

国の取扱いに準じる

臨時的な取扱いを認める。ただし、メー

ル等の書面による支援は報酬対象外

国の取扱いに準じる



国の取扱いに準じる

国の取扱いに準じる

臨時的な取扱いを認める。

※メール等の書面による支援は不可

国の取扱いに準じる

臨時的な取扱いを認める。

電話等による照会は可能

※メール等の文書照会は不可

臨時的な取扱いを認める。

臨時的な取扱いを認める。

国の取扱いに準じる

ただし、メール等の文書による支援は報

酬不可

臨時的な取扱いを認める。

国の取扱いに準じる

臨時的な取扱いを認める。

国の取扱いに準じる


